
                              令和 6年 6月 

各 位 

青 色 情 報 
 

Ⅰ．定額減税説明会（講師：四日市税務署 担当官） 

月・日 時    間 会  場 定員 

6月 17日（月) 

6月 20日（木) 

午後 13時 30分 ～ 14時 30分 

午後 15時 00分 ～ 16時 00分 

じばさん 5階  

情報交換室 2 

計 4回 

何れも 20名 

  ＊予約制：お申し込み先 事務局（０５９－３５１－４１５９）定員になり次第締切致します。 

Ⅱ．源泉所得税個別相談会  

月・日 時   間 会  場 会  費 

７月１日（月) 午前 10時 ～12時 

午後 １時 ～ 4時 
じばさん 5階 情報交換室 2 １，０００円 

７月２日（火) 

〔持 ち 物〕 令和６年分並びに令和５年度分源泉徴収簿、納付書 

※注意：納期限は７月１０日（水）です。 納付書は源泉徴収税が『０円』の場合でも 

税務署に提出する必要があります。 

Ⅲ．令和６年度 所得税の主な改正事項 
本年度税制改正の中の主な事項を抜粋し、身近なものについての概要をまとめました。（詳細は、「令和 

6年度税制改正の大綱」国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】でご確認下さい。） 

Ⅰ）令和６年度の主な改正事項 

一 個人所得課税 

（国 税） 

１ 所得税・個人住民税の定額減税  

 令和６年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。 

(1) 居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和６年分の所得税に係る 

合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。 

(2) 控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合に 

は、所得税額を限度とする。 

①  本人 ３万円 

②  同一生計配偶者又は扶養親族（居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」と 

いう。） １人につき ３万円 

(3) 特別控除の実施方法は、次による。 

①  給与所得者に係る特別控除の額の控除  

イ 令和６年６月１日以後最初に支払を受ける給与等（賞与を含むものとし、給与所得者の扶 

養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。）につき源泉 

徴収をされるべき所得税の額（以下「控除前源泉徴収税額」という。）から特別控除の額 
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に相当する金額（当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収 

税額に相当する金額）を控除する。 

ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしても 

なお控除しきれない部分の金額は、以後令和６年中に支払われる当該給与等（同年におい 

て最後に支払われるものを除く。）に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。  

(注 1) 上記イ及びロにより控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源

泉控除対象配偶者で合計所得金額が４８万円以下である者又は扶養親族で居住者に該当

する者について算出する。 

(注 2) 源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現行の源泉徴収をされるべき額から行う。 

(注 3) 上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異動等によ

り特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整により調整する。 

ハ 上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収

をされるべき所得税の額とする。 

ニ 令和６年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。 

ホ 上記イ及びニによる控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等を把握するための

措置を講ずる。 

へ 上記イの給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、支払明細書に控除

した額を記載することとする。 

ト 上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。 

②  公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除 

イ 令和６年６月１日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等（確定給付企業 

年金法の規定に基づいて支給を受ける年金 等を除く。）につき源泉徴収をされるべき所得

税の額について、上記①イからハまで（上記①ロ（注３）を除く。）に準じた取扱いとす

る。 

（注） 上記イについて、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項の異動等に

より特別控除の額に異動が生ずる場合には、確定申告により調整する。  

ロ 上記イの公的年金等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することと

する。 

③ 事業所得者等に係る特別控除の額の控除 

    イ 令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額（７月）から本人分に係る特別控除の額に

相当する金額を控除する。 

ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、第１期分予定納税額から控除をしてもなお控除しき

れない部分の金額は、第２期分予定納税額(１１月)から控除する。 

（注）予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現行の納付すべき額から行う。 

 ハ 予定納税額の減額の承認の申請により、第１期分予定納税額及び第２期分予定納税額につ

いて、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることが

できることとする。 

ニ 上記ハの措置に伴い、令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額の納期を令和６年７     

月１日から９月３０日までの期間（現行：同年７月１日から同月３１日までの期間）とす

るとともに、同年６月３０日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年７

月３１日（現行：同月１５日）とする。 

ホ 令和６年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税

額から特別控除の額を控除する。 



（地方税）  

令和６年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次により実施する。 

（1）納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和６年度分の個

人住民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。  

（2）特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超え

る場合には、所得割の額を限度とする。  

① 本人 １万円  

② 控除対象配偶者又は扶養親族（国外居住者を除く。） １人につき１万円 

 （注）控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（国外居住者を除く。）については、令和７年度分

の所得割の額から、１万円を控除する。 

 （3）特別控除の実施方法は、次による。 

 ① 給与所得に係る特別徴収の場合 

  イ 特別徴収義務者は、令和６年６月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額

を控除した後の個人住民税の額 11 分の１の額を令和６年７月から令和７年５月まで、それぞ

れの給与の支払をする際毎月徴収する。 

  ロ 地方公共団体は、令和６年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知（納税義務

者用）に控除した額等を記載することとする。 

  ハ 特別徴収義務者は、令和６年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を

記載することとする。 

② 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合 

イ 令和６年 10 月１日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴

収をされるべき個人住民税の額（以下「各月分特別徴収 税額」という。）から特別控除の額

に相当する金額（当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税

額に相当する金額）を控除する。 

 ロ  特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしても

なお控除しきれない部分の金額は、以後令和６年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額

から、順次控除する。 

 ハ  地方公共団体は、令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人住民税の税額決定通知

書に控除した額等を記載することとする。 

  ニ  特別徴収義務者は、令和６年分の公的年金等支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除し

た額等を記載することとする。 

 ③ 普通徴収の場合 

  イ 令和６年度分の個人住民税に係る第１期分の納付額から特別控除の額に相当する金額（当該

金額が第１期分の納付額を超える場合には、当該第１ 期分の納付額に相当する金額）を控除

する。 

 ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもな

お控除しきれない部分の金額は、第２期分以降の納付額から、順次控除する。 

 ハ 地方公共団体は、令和６年度分の個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載するこ

ととする。 

 （4）道府県民税及び市町村民税における特別控除の額は以下のとおりとする。 

 ① 道府県民税における特別控除の額は、特別控除の額に、その者の道府県民 税所得割の額をそ

の者の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得

た金額とする。 



 （注）上記の「道府県民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の道府県民税所得割の

額をいい、上記の「市町村民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の市町村民税所

得割の額をいう。 

 ② 市町村民税における特別控除の額は、特別控除の額から道府県民税における特別控除の額を

控除して得た金額とする。 

（5）特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除することとする。 

 （6）以下の額の算定の基礎となる令和６年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得

割の額とする。 

 ① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除（ふるさと納税）の特例控除額の控除上限額 

② 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額  

（7）特別控除による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。   

   （8）その他所要の措置を講ずる。 

四 消費課税 

４ その他  

（国 税） 

（10）一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動 

サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ（３万円未満のもの 

に限る。）については、帳簿への住所等の記載を不要とする。 

（注）上記の改正の趣旨を踏まえ、令和５年 10 月１日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿 

への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。 

（11）簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 

を適用する事業者が、令和５年 10月１日以後に国内において行う課税仕入れについて、税抜経理 

方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件として当該課税 

仕入れに係る支払対価の額に 110分の 10（軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には 

108分の 8）を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理 

方法について所要の見直しを行う。 

 

生活習慣病予防検診『青色ドック』開催のお知らせ 

当会では、会員の皆様をはじめ、ご家族・従業員の方を対象に 

福利厚生事業として総合的な健康診断を実施しています。 

◇実施日時：令和６年７月５日(金)・６日(土) の午前中 

◇検診会場：四日市市勤労者・市民交流センター 東館 

◇検査は 男性の方対象（Ａ）お勧めコース 

     女性の方対象（Ｂ）お勧めコース 

     基本コー ス（Ｃ）の３つのコースから選択でき、 

     オプション検査と組合わせることもできます 

ぜひ、この機会にご自分の健康状態をチェックしてみてはいかがでしょうか？ 

※お問合せは、青色申告会事務局（☎０５９－３５１－４１５９）まで 


